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隠岐の島町公共下水道事業等官民連携における導入可能性調査業務 

仕様書 

 

１ 業務目的 

 本業務は、隠岐の島町公共下水道事業等において、ウォーターPPP を含む官民連携の導入可能

性調査を行うものである。過年度本町が策定した検討結果を踏まえ、詳細な業務範囲の設定を行

い、民間事業者への参入意向調査を踏まえ、導入効果を把握し事業スキーム等を決定する。 

 

２ 業務範囲 

 本業務の対象範囲は下記の表 1 の通りとする。 

 また、特定地域生活排水事業(市町村設置浄化槽) は町域全域の 138 箇所とする。 

 

 
 

３ 業務内容 

3.1 資料の収集・整理 

（1）上位計画・関連計画の収集・整理 

業務遂行に必要となる各種計画資料を収集・整理する。 

・流域別下水道整備総合計画 

・下水道基本構想ビジョン 

・下水道全体計画 

・下水道法事業計画 

・ストックマネジメント計画 

・総合地震対策計画 

・耐水化計画 
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・施設再構築に関わる施設計画 

・下水道経営戦略       など 

(2)維持管理及び建設改良情報の収集・整理 

業務遂行に必要となる各種維持管理及び建設改良資料を収集・整理する。 

・現行の各種維持管理業務委託仕様書 

・管路の維持管理（清掃、点検、調査、修繕、事故、苦情等）に関する過去３年分以上の実施

量・件数、事業費・事業内容及び受託者に関する情報 

・管路の建設改良（更新、長寿命化対策等）に関する過去３年分以上の実施量・件数、事業費・

事業内容及び受託者に関する情報 

・処理場・ポンプ場の保全管理（点検、調査、修繕、故障等）に関する過去３年分以上の実施

量・件数、事業費・事業内容及び受託者に関する情報 

・処理場・ポンプ場の運転管理（水量、水質、ユーティリティ等）に関する過去３年分以上の実

施量・件数、事業費・事業内容及び受託者に関する情報 

・その他業務遂行上必要となる資料 

3.2 現状把握・課題整理 

3.2.1 既存の各種事業計画の把握 

資料収集・整理において取りまとめた各種事業の年次別スケジュールとその概要の一覧を作成

し、各種事業の必要性と事業予定からみた問題点、課題等を確認する。 

3.2.2 施設の維持管理状況の把握 

資料収集・整理及び関係者ヒアリング結果を基に、業務対象施設の維持管理状況（運転管理、

保守・修繕等）を確認し、現状の維持管理における問題点、課題等を確認する。 

3.2.3 業務執行体制の把握 

 資料収集・整理及び関係者ヒアリング結果を基に、本町の業務執行体制を把握し、現状及び将

来の業務執行体制における問題点、課題等を確認する。 

3.2.4 関係者ヒアリング 

 町で認識する現在の下水道事業における現状と課題及び官民連携導入における懸念事項につい

て、財務、計画策定、業務執行及び維持管理を所管する担当課へヒアリングを行い、その結果を

取りまとめる。必要に応じ、現在本町の下水道事業に従事する既存民間事業者も対象とする。 

3.2.5 課題の取りまとめ 

 3.2.1~3.2.4で確認した結果を体系的に取りまとめ、各課題に対し官民連携導入における影響（解

決課題、継続課題、事業方式検討時の留意事項等）を整理する。 

3.3 基本方針の検討 

3.3.1 官民連携事業の整理 

 本町の下水道事業等において、ウォーターPPP をはじめとした官民連携の適応性を検討するた

め、下水道事業における官民連携の事例を整理する。また、この中で本町の下水道事業に適応性

が高い事業手法を定性的に選定する。 

3.3.2 事業範囲の検討 

上記の官民連携事業の整理の中から本町の下水道事業で適応可能である事業手法において、事

業範囲の検討を行う。なお、ウォーターPPP の可能性を検討する際には、管渠に関する維持管理、
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改築更新等を含めることとする。事業範囲に関しては、複数案を設定する。 

 

3.4 参入意向調査支援 

上記の整理及び検討結果を踏まえ、民間企業の参入意欲や官民連携における業務内容に対する

意見を把握するために参入意向調査を支援する。なお、参入意向調査は、アンケート調査、説明

会、個別対話の手順で行うことを想定し、想定される官民連携における委託費に対するヒアリン

グを含むものとする。 

3.4.1 調査準備 

 町監督員との協議の上、対象となる民間事業者一覧を作成し、アンケート票素案、説明会資料

及び個別ヒアリング用資料を作成する。 

3.4.2 調査の実施及び取りまとめ 

 アンケート結果の集計、説明会及び個別ヒアリングにおける議事録を作成し、意向調査結果を

取りまとめる。 

3.5 事業スキーム・調達方法の選定 

3.5.1 事業スキームの選定 

 上記の整理及び検討結果を踏まえ、実現性の高い事業スキームについて取りまとめる。 

3.5.2 調達方法の選定 

 上記の整理及び検討結果を踏まえ、事業の円滑化が図れる調達方法及び契約形態について取り

まとめる。 

3.6 法的制約・官民リスク分担の検討 

官民連携事業を実施するにあたって、遵守すべき法令、補助制度などの支援措置や課題を整理

し課題をクリアする方策等について先行事例を参考に検討する。また、官民連携事業の実施にあ

たり特に留意すべきリスクを特定し、そのリスク分担を検討、リスク分担表として整理する。 

3.7 導入効果の検証 

3.7.1VFM の算定 

 公設公営及び官民連携導入時の概算事業費を算定し VFM を算出する。公設公営方式の概算事

業費は、従前の官積算方法に倣い、必要に応じて見積徴収する。ウォーターPPP 導入時の概算事

業費は、参入意向調査において参入意向を確認できる複数社を対象に見積徴収する。 

3.7.2 導入効果の評価 

 導入効果は、施設管理（モノ）、財務管理（カネ）、執行体制（人）の視点で定量的・定性的に評

価する。また、評価方法に関しては、受託者が協議を実施し評価方法の選定を行う。 

3.8 モニタリング体制・方法の検討 

官民連携の実施期間におけるモニタリング体制・方法について検討する。検討にあたっては、

ストックマネジメント計画等における内容と連動したモニタリング方法を考慮する。また、町職

員における技術力の確保について考慮する。 

3.9 打合せ協議 

 本業務の打合せ協議は、着手時、中間 3 回、完了時の計 5 回を基本とする。 

3.10 報告書の作成 

 以上の検討結果を踏まえ、報告書を作成する。 
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3.11 照査 

 業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用して業務の高い質を確保し、成果図書に誤りが

ないよう照査を実施する。 

４ 提出図書 

（1）報告書     A4 版製本   2 部 

（2）参考資料    A4 版製本   2 部 

（3）議事録     A4 版製本   2 部 

（4）電子成果    CD-R     2 部 

 

※なお、本業務の受託者は、今後発注される官民連携事業における事業者となることを妨げるも

のではないものとする。 

※本業務成果は、全て開示資料（特許等に関わるもの以外）として提供を予定とする。 

 


